
 

 
  

 
 

 
 

 この度、島根県はジェトロ島根と共催で「米国トランプ政権の関税措置・日米貿易協定セミナー」

を開催します。本セミナーでは、トランプ政権の関税措置の概要およびジェトロに寄せられる相談

の中からよくある質問と回答を解説します。併せて、日米貿易協定を中心としたEPA（Economic 

Partnership Agreement：経済連携協定）、FTA（Free Trade Agreement：自由貿易協定）の

概要と利用手順についても説明します。 

 

【日時】2025 年6 月27 日（金）14 時00 分～16 時00 分 

【場所】島根県民会館 307 会議室（松江市殿町158） 

【プログラム】 

 第1 部：米国トランプ政権の関税措置・日米貿易協定セミナー（14：00～15：10） 

  1.米国トランプ政権の関税措置（よくある質問） 

  2.日米貿易協定を中心としたEPA／FTA 

  3.質疑応答、お知らせ 

 第2 部：個別相談会（15：15～16：00） ※先着順にて3 社 

【講師】 ジェトロ貿易投資相談課 アドバイザー（貿易投資） 石塚 耕一（いしづか こういち）様 

大手 IT 関連企業にて北米事業推進に約 30 年携わる。米国ではアトランタおよびニューヨーク

でマーケティング、営業管理を中心に 11 年間勤務。2017 年 8 月よりジェトロ貿易投資相談ア

ドバイザーとして北米（米国、カナダ）地域および貿易実務を担当。 

米国での相互関税が公表された2025年4月以降は米国関税措置に関する問い合わせに多数対

応している。 

 

＜詳細＞ https://www.jetro.go.jp/events/mat/82c17c97a2a0667c.html 

＜セミナーに関するお問い合わせ先＞ 

 ジェトロ島根 Tel：0852-27-3121 Fax：0852-22-4196 E-mail：mat@jetro.go.jp 

 

 

 

 

【県HP】 

（島根創生を進めるための新規・拡充施策（令和7 年度版））        

https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/zaisei/yosan/yosanr7/r7gaiyou.data/shinkikakujuR7.pdf 

（島根創生計画［第２期］） 

https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/keikaku/shimanesousei/index.data/souseikeikaku2nd.pdf 

島根創生計画 

  [第２期] 

Ⅰ活力ある産業をつくる 
 ２力強い地域産業づくり 
 （１）ものづくり・IT産業の振興（ P.22） 
 （３）地域資源を活かした産業の振興（P.25） 

島根県しまねブランド推進課 海外展開支援室 

担当者名 福本、長井 

TEL     0852-22-5632              

Email   boeki@pref.shimane.lg.jp 

 

プレスリリース 令和 7 年 6 月１9 日（木） 

米国トランプ政権の関税措置・日米貿易協定セミナー 


